
  

一 

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
政
治
団
体
の
目
的
又
は
政
治
活
動
に
関
連
す
る
支
出
以
外
の
支
出
の
禁
止
） 

第
八
条
の
二
の
二 

政
治
団
体
は
、
そ
の
目
的
に
関
連
す
る
支
出
又
は
当
該
政
治
団
体
若
し
く
は
当
該
政
治
団
体
以
外
の
者
の

政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
に
関
連
す
る
支
出
（
公
職
選
挙
法
第
三
条
に
規
定
す
る
公
職
に
あ
る
者
と
し
て
の
活
動

に
関
連
す
る
支
出
を
含
む
。
）
以
外
の
支
出
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
な
い
支
出
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
指
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。 

第
十
八
条
第
一
項
前
段
中
「
こ
の
章
」
の
下
に
「
（
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
係
る
対
価
の
支
払
」
と
」
の
下
に
「
、
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
そ
の
目
的
に
関
連
す
る

支
出
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
に
関
し
て
さ
れ
た
収
入
に
係
る
金
銭
等
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当

す
る
金
銭
等
に
つ
い
て
、
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
に
関
し
て
す
る
支
出
そ
の
他
」
と
、
「
若
し
く
は
」
と
あ
る
の



 

二 

は
「
又
は
」
と
」
を
加
え
る
。 

第
十
九
条
の
三
十
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号

と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一 

第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
具
体
的
な
指
針
を
定
め
る
こ
と
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

第
二
条 

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
政
治
資
金
規
正
法

（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
な
い
支
出

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
指
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
は
、
前
項
の
具
体
的
な
指
針
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 



  

三 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
同
項
の
具
体
的
な
指
針
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
法
第
八
条
の
二
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
政
治
団
体
が
し
た
支
出
に
つ
い
て
調
査
及
び
公
表
を
行
う
組
織
の
整
備
に
関
す
る
検
討
） 

第
三
条 

国
は
、
政
治
団
体
に
よ
る
政
治
活
動
が
国
民
の
不
断
の
監
視
と
批
判
の
下
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
速
や

か
に
、
政
治
団
体
が
し
た
支
出
の
う
ち
新
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、

そ
の
具
体
的
な
状
況
等
に
関
し
公
正
な
立
場
に
お
い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
の
公
表
を
行
う
組
織
の
整
備
に
つ
い
て
検

討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。





  

五 

理 

由 

 

政
治
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
回
復
を
図
る
た
め
、
政
治
団
体
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
に
関
連
す
る
支
出
又
は
政
治
活
動
に

関
連
す
る
支
出
以
外
の
支
出
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由

で
あ
る
。 


